
 

 

島根県職員（管理職）退職者の再就職の状況について 

 島根県においては、職員の再就職の公正性・透明性を確保するため、「島根県職員の再就職

に関する指針」を制定し、平成１９年度末退職者から適用しています。 
 この指針では、管理職員であった者が離職後２年間、営利企業等の役職員に就いた場合に

は、人事課等に届け出ることを定めており、過去１年間の再就職の状況を毎年度５月末日ま

でに公表することとしています。 
 当該指針に基づき、昨年６月１日以降の再就職の状況を別紙のとおり公表します。 
 
【参考】 

１ 過去１年間の再就職者内訳 

⑴ 一般職員（教育職員及び警察職員を除く職員） 
 

 部長級 次長級 課長級 非管理職 計 

Ｒ６年度退職者における 

再就職者数（Ｒ７年６月以降） 
３ ２ １ ０ ６ 

Ｒ７年度退職者における 

再就職者数（Ｒ８年５月末まで） 
２ ３ １８ ０ ２３ 

計 ５ ５ １９ ０ ２９ 

 
⑵ 教育職員 

 
 部長級 次長級 課長級 非管理職 計 

Ｒ７年度退職者における 

再就職者数（Ｒ８年５月末まで） 
０ ０ １ ０ １ 

計 ０ ０ １ ０ １ 

 

⑶ 警察職員 
 

 部長級 次長級 課長級 非管理職 計 

Ｒ７年度退職者における 

再就職者数（Ｒ８年５月末まで） 
０ １ ３ ０ ４ 

計 ０ １ ３ ０ ４ 

 

※「非管理職」は、役職定年により非管理職で退職した者をいう。 

   

令和８年５月２９日 
島根県総務部人事課 
担当：松本 
電話：0852-22-5025 



 

２ 島根県職員の再就職に関する指針（抜粋） 

 
６ 再就職の届出 
⑴ 退職前に管理職員（管理職手当受給者）であった者は、離職後２年間、営利企業以

外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限る。）又は営利企業の

地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他次の各号のいずれか

に該当する場合を除き、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に再就職届出書

を届け出なければならない。 
   ① 任命権者等の要請に応じ地方公務員又は国家公務員になるため退職し、引き続き

地方公務員等となった場合。 
   ② 法第３条第２項に規定する一般職である職に島根県において任用された場合 
   ③ 法第３条第３項第１号から第４号までに掲げる職に島根県において任用された場

合 
   ④ 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、年１０３万 

円以下の報酬を得る場合。 
  
７ 再就職状況の公表 

   県は、６により再就職届出書の提出を受けた職員について、過去１年間の再就職の状

況（職員の氏名、退職時役職名、退職年月日、再就職先名称、再就職先役職名及び再就

職年月日）を、毎年度５月末日までに公表するものとする。 








